
ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他（内容
を６．（２）
に記入し
てくださ
い。）

ア．平成
２９年度
（平成３０
年度新入
学分）以
前

イ．平成
３０年度
（平成３１
年（令和
元年）度
新入学
分）

ウ．平成
３１年（令
和元年）
度（令和
２年度新
入学分）

エ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）以
降

オ．未定 ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他（内容
を６．（２）
に記入し
てくださ
い。）

ア．平成
２９年度
（平成３０
年度新入
学分）以
前

イ．平成
３０年度
（平成３１
年（令和
元年）度
新入学
分）

ウ．平成
３１年（令
和元年）
度（令和
２年度新
入学分）

エ．令和
２年度
（令和３
年度新入
学分）以
降

オ．未定

20 20 20 20 20 20 0 17 0 2 1 10 7 0 0 0 17 0 2 1 9 8 0 0 0 2 6 4 4 13 3 3 3 0 3 3

鳥取県 鳥取市 教育委員会事務局　学校保健給食課 0857-20-3376 kyo-hokyu@city.tottori.lg.jp
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/15459
65145002/index.html ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 米子市
米子市教育委員会事務局　学校教育
課 0859-23-5434 gakkyo@city.yonago.lg.jp https://www.city.yonago.lg.jp/9377.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 倉吉市 倉吉市教育委員会事務局教育総務課 0858-22-8165 kyouiku@city.kurayoshi.lg.jp https://www.city.kurayoshi.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 境港市 教育総務課 0859-47-1085
gakkoukyouiku@city.sakaiminato.lg
.jp

http://www.city.sakaiminato.lg.jp/index.php?view=1
08812 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 岩美町 岩美町教育委員会 0857-73-1301 gakkoukyouiku@iwami.gr.jp http://www.iwami.gr.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 若桜町 教育委員会事務局 0858-82-2213 kyouiku@town.wakasa.tottori.jp http://www.town.wakasa.tottori.jp/?page_id=9872 ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 智頭町 智頭町教育委員会事務局教育課 0858-75-3112 kyouiku@town.chizu.tottori.jp なし ○ ○ ○ ○ ○ ○

・就学時健診より前に、入学者全員に申請書を配布。
・就学時健診の保護者説明会にて再度周知。後日〆切
る。

鳥取県 八頭町 学校教育課 0858-84-1231
gakkou-
kyouiku@town.yazu.tottori.jp http://www.town.yazu.tottori.jp/1267.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 三朝町 三朝町教育委員会事務局教育総務課 0858-43-3510 kyouiku@town.misasa.tottori.jp http://www.town.misasa.tottori.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ 新入学児童生徒の保護者に直接案内を送付

鳥取県 湯梨浜町 湯梨浜町教育委員会　教育総務課 0858-35-5364 ykyoiku@yurihama.jp http://www.yurihama.jp/soshiki/19 ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 琴浦町 教育総務課 0858-52-1160
kyouikusoumu@town.kotoura.totto
ri.jp

http://www.town.kotoura.tottori.jp/soshiki/kyouiku
soumu/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 北栄町 教育総務課　学校教育室 0858-37-5870 kyouiku@e-hokuei.net http://www.e-hokuei.net/3047.htm ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 日吉津村 教育委員会事務局 0859-27-5956 kyouiku@hiezu.jp
http://www.hiezu.jp/gyosei/m147/s952/g910/s15
5/e577/ ○ ○ 〇

所管の中学校が存在しない（村所管は小学校
のみ）ため中学校欄は「その他」に記載。 ○ ○

鳥取県 大山町
大山町教育委員会事務局　幼児・学校
教育課　学校教育室 0859-54-5211 gakkou@daisen.jp なし ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 南部町 教育委員会事務局　総務・学校教育課 0859-64-3787 kyouiku@town.tottori-nanbu.lg.jp http://www.town.nanbu.tottori.jp/ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 伯耆町 教育委員会事務局　総務学事室 0859-62-0927 kyouiku1@town.hoki.lg.jp http://www.houki-town.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

鳥取県 日南町 教育課 0859-82-1118 s1010@town.nichinan.tottori.jp
 http://www.town.nichinan.lg.jp/

○ ○ ○ ○ ○
保育園との連携により、必要に応じて個別に案内をす
る。

鳥取県 日野町 日野町教育委員会事務局 0859-72-2107 kyouiku@town.hino.tottori.jp http://www.town.hino.tottori.jp/ ○ ○

鳥取県 江府町 教育委員会事務局 0859-75-2223 k_kyouiku@town-kofu.jp http://www.town-kofu.jp/ ○ ○

鳥取県
米子市日吉津村
中学校組合

米子市教育委員会事務局　学校教育
課 0859-23-5434 gakkyo@city.yonago.lg.jp https://www.city.yonago.lg.jp/9377.htm ○ ○ ○

中学校組合のため小学校欄は「その他」に記
載。

Ⅰ　平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

カ．域
内の幼
稚園や
保育所
で案内
を配布

オ．学
校の入
学前説
明会の
際に案
内を配
布

エ．就
学時健
康診断
の際に
学校で
案内を
配布

ウ．就
学案内
の書類
に記載
又は就
学案内
の書類
とともに
配布

イ．自
治体の
広報誌
等に案
内を掲
載

ア．教
育委員
会の
ウェブ
サイト
に案内
を掲載

（１）平成２９年３月３１日の要保護児童生徒援助費補助金交付要綱の一部改正により，小学校入学前に支給した「新入学児童生徒学用品費等」についても国庫補助対象となりましたが，令和元
年７月時点の貴市区町村の実施（検討）状況について，あてはまるもの１つに○をしてください。

６．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

（３）　（１）①でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，小学校入学前の者
に対する周知はどのように行っているか，あてはまるもの全てに○をしてくださ
い。

（４）　（３）でケに○をした場合，その内容を記載してくだ
さい。

ケ．そ
の他
（内容を
６．（４）
に記入
してくだ
さい。）

ク．民生
委員や
スクー
ルソー
シャル
ワー
カー等
から案
内を配
布

キ．域
内の小
中学校
で在校
生及び
保護者
に対し
て案内
を配布
（兄弟
姉妹が
いる場
合など）

（２）　（１）①及び③でエに○をした場合，その
内容を記載ください（小学校，中学校で内容が
異なる場合は分けて記載ください）。

＜小学校＞①　実施・検討状況について
＜小学校＞②　①でアと回答した場合は入学前支給
を導入した時期，イと回答した場合は導入開始を検
討（予定）している時期

＜中学校＞③　実施・検討状況について
＜中学校＞④　③でアと回答した場合は入学前支給
を導入した時期，イと回答した場合は導入開始を検
討（予定）している時期

０　就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

①都道府県 ②市町村名

https://www.city.kurayoshi.lg.jp/
http://www.town.yazu.tottori.jp/1267.htm
http://www.town-kofu.jp/


20 20

鳥取県 鳥取市

鳥取県 米子市

鳥取県 倉吉市

鳥取県 境港市

鳥取県 岩美町

鳥取県 若桜町

鳥取県 智頭町

鳥取県 八頭町

鳥取県 三朝町

鳥取県 湯梨浜町

鳥取県 琴浦町

鳥取県 北栄町

鳥取県 日吉津村

鳥取県 大山町

鳥取県 南部町

鳥取県 伯耆町

鳥取県 日南町

鳥取県 日野町

鳥取県 江府町

鳥取県
米子市日吉津村
中学校組合

①都道府県 ②市町村名

0 0 0 0 0 0 5 13 0 1 1 1 2 0 0 14 2 0 2 0 0 12 1 12 12 11 4 2 4 1 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受給者に支給額の返還を求めないかわりに、転居先の
市町村に支給額を請求できるような、行政間でのやり
取りが可能となればよいと思う。

○ ○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

オ．転出
者の早
期把握
（学校や
関係部
署との
連携・情
報共有）
に努め
る。

カ．既受
給者が
他市町
村に転
居してい
ないか、
確認を
徹底す
る。

キ．転入
時の就
学援助
制度の
周知を
徹底す
る。

ク．国や
都道府
県にお
いて，対
応方法
を統一
する。

ケ．その
他（内容
を６．（１
１）に記
入してく
ださ
い。）

エ．現
在、検
討中。

オ．その
他（内容
を６．
（９）に記
入してく
ださ
い。）

（９）　（８）でオに○をした場合，その内容を記載してく
ださい。

ア．受給
者に対
し，支給
額の返
還を求め
る。

イ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村に
対して，
支給済
みであ
る旨を
連絡す
る。

ウ．市町
村間の
連絡・情
報共有
を密に
する。

ウ．１０
月

エ．１１
月

オ．１２
月

カ．　１
月

Ⅰ　平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

６．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

（５）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，支給した時期（複
数回支給している場合は最初の時期）をお選びください。

（６）　（１）①③でウ（入学前支給を行っておらず，検
討もしていない）に○をした場合，入学前支給実施
に向けての課題を全てお選びください。

（８）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）
に○をした場合，入学前支給を行った後に，当
該児童生徒が他市区町村に転居をするなど，
入学時に支給対象外となった際にはどのように
対応していますか。あてはまるもの１つに○をし
てください。

（１０）　（１）①③でア（入学前支給を行っている）に○をした場合，（８）の対応を行った
経験も踏まえ，二重支給や支給漏れを防止するためには，どのような対応が望ましい
と考えますか。あてはまるもの全てに○をしてください。

（１１）　（１０）でケに○をした場合，その内容を記載して
ください。

エ．支給
後の転居
などによ
り，二重
支給や支
給漏れが
発生する
恐れがあ
る。

オ．その
他（内容
を６．（７）
に記入し
てくださ
い。）

（７）　（６）でオに○をした場合，その内容を記載してくださ
い。

ア．受給
者に対
し，支給
額の返
還を求め
る。

イ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村に
対して，
支給済
みであ
る旨を
連絡す
る。

ウ．返還
は求め
ず，転居
先の市
町村か
ら問い
合わせ
があれ
ば支給
済みで
ある旨を
回答す
る。

キ．　２
月

ク．　３
月

ケ． ４
月初旬
（入学
式前）

ア．予
算の確
保が困
難

イ．規則
改正など
の内部手
続きに時
間がかか
る。

ウ．認定
回数が増
えるなど
の事務業
務量が増
加する。

エ．保護
者に対し
て翌年度
転居する
予定等が
ないことを
確認，又
は転居す
る可能性
等がある
場合には
申請を控
えるよう周
知する。

ア．　８
月以前

イ．  ９
月


